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国指定鳥獣保護区

特別保護地区

国立公園区域
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25～26

26～27

27～28

28～29

29～30

30～31

31～32

32～33

33～1

中信森林管理署林小班界

長野・岐阜県境

飛騨森林管理署林小班界

長野・岐阜県境

飛騨森林管理署林小班界

ワサビ谷右岸

国道158号

アカンダナ駐車場内道路

平湯歩道

高原川右岸

塩貝ダム堤体の延長線

高原地区農地開墾幹線道路

ブヤガ谷

東京電力送電線(名称:栃尾線)の水平投影線

高山市奥飛騨温泉郷村上1374番地南西に面する歩道

市道村上2号線の延長線

蒲田川左岸

足洗谷右岸

ワル谷

市道中尾焼岳線

合掌の森中尾キャンプ場敷地境界線

ヒル谷

中尾公民館敷地境界

中尾高原スポーツ園地敷地境界

市道中尾鍋平線

外ヶ谷左岸

飛騨森林管理署林小班界

谷すじ

飛騨森林管理署林小班界

飛騨森林管理署林小班界

富山森林管理署林小班界

富山県地域森林計画区林班界

富山森林管理署林小班界

富山県黒部市宇奈月町及び中新川郡立山町所在国有林富山森

林管理署 40 から 42 まで (42 林班ハ小班を除く。）、 119

から 124 まで及び 137 の各林班、 138 林班な、 ら及びむ

の各小班並びに 140 から 142 までの各林班の区域 （ただし、 

自然公園法 （昭和 32 年法律第 161 号） 第 36 条に甚づき

指定された室堂集団施設地区 （昭和 59 年 6 月環境庁告示第

33 号） の区域を除く。） 並びに雄山山頂神社敷地の区域 （以

上の国有林内に介在する国土交通省所管の国有 地を含む。）

 岐阜県高山市丹生川町所在国有林飛騨森林管理署 120 林班

の区域 （ただし、 自然公園法 （昭和 32 年法律第 161 号） 第

36 条に基づき指定された乗鞍鶴ヶ池集団施設地区 （平成 4 年

7 月環境庁告示第 51 号） の区域を除く。）

特  別  保  護  地  区  区  域  線特 別 保 護 地 区 区 域 線

立 山 特 別 保 護 地 区立 山 特 別 保 護 地 区

北 ア ル プ ス 特 別 保 護 地 区北 ア ル プ ス 特 別 保 護 地 区

乗 鞍 特 別 保 護 地 区乗 鞍 特 別 保 護 地 区

鳥  獣  保  護  区   区  域  線鳥 獣 保 護 区   区 域 線

中信森林管理署小班界

尾根沿い

中信森林管理署小班界

尾根沿い

谷すじ

天狗沢

中信森林管理署小班界

中信森林管理署林班界

飛騨森林管理署林班界

飛騨森林管理署小班界

谷すじ

尾根沿い

飛騨森林管理署林小班界

谷すじ

稜線

谷すじ

黒部源流

登山道

谷すじ

岩苔小谷

尾根沿い

富山森林管理署林小班界

谷すじ
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立山特別保護地区立山特別保護地区

北アルプス
特別保護地区
北アルプス
特別保護地区

乗鞍特別保護地区乗鞍特別保護地区

国指定北アルプス鳥獣保護区　区域説明図
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